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資料編

１．地域保健及び地域福祉の施策について

（１）箕面市保健医療福祉総合審議会への諮問

箕 健 政 第 ２ ２ ５ 号

令和２年（2020 年）２月１４日

箕面市保健医療福祉総合審議会

会長 明 石 隆 行 様

箕面市長 倉 田 哲 郎

地域保健及び地域福祉の施策について（諮問）

本市では、貴会の慎重な調査審議の結果を踏まえて、市政運営の３本柱の一つである

「安心・支えあい最優先」に基づく各施策を「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」、

「障害福祉計画」に位置づけて、その着実な推進を図って参りました。

この間、全国的には人口の減少、急速な少子高齢化、就労形態の多様化、共働き世帯や

ひとり親家庭の増加など、国民生活を取りまく環境は大きく変化し、現行制度のままで

は国民一人ひとりの生活を支えることが困難になっている一方で、子育てと介護に同時

に直面する世帯や、障害のある子と要介護の親が同居する世帯への支援など、福祉ニー

ズの多様化や課題が複合化・複雑化しています。

そのような中、平成 29 年２月に厚生労働省は、「地域共生社会」の実現にむけて（当

面の改革工程）」を公表し、平成 29 年度の介護保険制度の見直し、平成 30 年度の介護・

障害福祉の報酬改定など、2020 年代初頭の全面展開を目指した改革のスケジュールを示

されました。

本市においては、今後も、国の施策の動向を見極めつつ、市の現状を踏まえた新しい時

代に即した地域保健及び地域福祉の施策を形づくっていく必要があります。

つきましては、本市の介護保険制度を含む高齢福祉施策、障害福祉施策の現状分析・評

価及び再編整備にあたり、箕面市保健医療福祉総合審議会条例（平成８年箕面市条例第

９号）第２条の規定に基づき、下記のことについて貴審議会の意見を求めます。

記

１ 第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること

２ 第６期障害福祉計画に関すること

写
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（２）箕面市保健医療福祉総合審議会からの答申

令和３年(2021 年)２月 18 日

箕面市長 上 島 一 彦 様

箕面市保健医療福祉総合審議会

会 長 明 石 隆 行

地域保健及び地域福祉の施策について（答申）

標記のことについて、令和２年(2020 年)２月 14 日付け箕健政第 225 号をもって箕面

市長から諮問のありました「地域保健及び地域福祉の施策について」のうち、「第８期箕

面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」及び「第６期箕面市障害福祉計画・第２

期箕面市障害児福祉計画」に関し、本審議会において慎重に調査・審議いたしました結

果、別添のとおりとりまとめましたので、下記の意見を附して答申いたします。

記

全国的に超高齢化、生産年齢人口の減少の中で、医療費や介護にかかる費用の増大と

相まって、介護と育児を同時に抱えるかたや、介護が必要な 80 代の高齢の親と仕事を持

たない 50 代の子が同居する生活困窮世帯の増加、子どもの将来がその生まれ育った環

境に左右される貧困の連鎖など、重層的・複合的な課題を抱える住民の増加に伴い、住

民の福祉ニーズも多様化しています。

また、社会経済環境の変化により、現在の高齢福祉、障害福祉、児童福祉などの公的

サービスの制度の狭間で生きづらさを抱え、社会的孤立状況にある住民が増加する一方

で、「相身互い」、「お互いさま」といった地域の相互扶助に対する住民意識は希薄になり、

コミュニティの基盤も脆弱化しています。

そのような中、国においては、生活困窮者自立支援や成年後見制度の利用の促進、再

犯防止の推進等について法制化され、厚生労働省が平成 29 年２月に公表した「地域共生

社会の実現にむけて（当面の改革工程）」では、平成 29 年度の介護保険制度の見直し、

平成 30 年度の介護・障害福祉の報酬改定など、2020 年代初頭に「地域共生社会」の全

面展開を目指した改革のスケジュールが示されました。平成 30 年４月及び令和２年６

月には社会福祉法の一部が改正され、「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められ

ています。

箕面市においては、現在、全国平均よりも後期高齢化の速度が速く、その一方で生産

年齢人口は横ばい状態のため、今後ますます医療費及び介護費等の負担の増大が見込ま

れます。

写
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以上の状況をふまえ、今回策定する「第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事

業計画」においては、「我が事・丸ごと」の地域共生社会のさらなる実現に向け、高齢者

に限らず、障害者や子どもを含めた地域のすべての住民が地域のすべての関係者によっ

て支えられるような、支え合いの地域づくりを推進することが必要です。また、「第６期

箕面市障害福祉計画・第２期箕面市障害児福祉計画」においては、サービス基盤の整備

やハード・ソフト両面に渡る社会的障壁の除去に努め、障害者が住み慣れた地域で、そ

の人らしく生活できるよう、地域での包括的な支援体制の構築に取り組むことが必要で

す。両計画の実績評価・進捗管理については、関係機関等と議論を進め、広く市民への

周知が必要であると考えます。

なお、それぞれの計画策定・推進にあたって、特に留意すべき事項は次のとおりです。

共通 高齢者・障害者施策に関すること

包括的支援による地域共生社会の実現

個人や世帯を取り巻く環境の変化により、生きづらさや生活課題が複合・複雑化して

いることを踏まえ、一人ひとりが尊重され、社会との多様な関わりを基礎として自律的

な生活を継続していくことを支援する機能の強化が求められています。

住民が抱える生活課題に対して、「具体的な課題解決を目指すアプローチ」と「つなが

り続けることを目指すアプローチ」の二つのアプローチを支援の両輪として取り組む必

要があります。

また、支援を行っていくうえで、本人・世帯の属性にかかわらず受け止める「断らな

い相談支援」、本人・世帯の状態に合わせ、地域資源を活かしながら社会とのつながりを

つくる「参加支援」、地域における様々な人々の交流と活躍の機会を生み出す「地域づく

りに向けた支援」について、一体的・重層的に取り組むことが求められます。

高齢者施策に関すること

１．介護予防・健康づくりの推進

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることをめざし、要介護状態等とな

ることをできる限り防ぎ、また要介護状態等になってもなるべく悪化しないよう、継続

して介護予防・重度化防止の取組を推進することが重要です。

また要介護認定を受けるかたの原因疾患としては、筋骨格の病気、悪性新生物に加え

て、生活習慣病が多くを占めることから、運動や外出しやすい環境づくりにより生活習

慣の改善を図るなど、介護予防を意識した健康づくりの取組を推進することが必要です。

特に、令和２年(2020 年)４月に改正施行された高齢者の医療の確保に関する法律等に基

づく「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」については、これまでの介護予防

の取組と連携した疾病予防・重症化予防の取組を進め、地域の通いの場においても、こ

れらの取組の充実を図ることが必要です。
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２．認知症施策の推進

今後認知症のかたの増加が見込まれることから、さらなる認知症施策の強化を目的と

して、令和元年(2019 年)６月に「認知症施策推進大綱」が取りまとめられました。認知

症施策推進大綱では、認知症になっても住みやすい社会を形成する「共生」と、発症や

進行を遅らせる「予防」を車の両輪に位置付けつつ、１) 普及啓発・本人発信支援、２)

予防、３) 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、４) 認知症バリアフリーの推

進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、５) 研究開発・産業促進・国際展開の

５つの柱が掲げられています。箕面市においては、認知症施策推進大綱に沿って、認知

症の発症時期や段階に着目し、予防、早期発見・早期対応、共生に向けて、各段階の対

象者の状態像に合わせた認知症施策に取り組む必要があります。

障害者施策に関すること

１．地域生活を支える基盤整備や機能の充実

地域生活支援拠点については、既存の社会資源を活用し、令和２年度(2020 年度)に

「面的な整備」としてその機能の一部が位置づけられました。

障害者やその家族にとって、重度化・高齢化や「親亡き後」の暮らしを見据えた、緊

急時の相談・受け入れ体制等のための機能を備える地域生活支援拠点等への期待は非常

に大きいものがあります。引き続き地域の実情やニーズの把握に努めるとともに、必要

な機能の水準やその充足状況について検証及び検討を重ね、障害者が安心して地域で自

立生活や社会参加ができるよう地域生活支援拠点等やサービス提供基盤等の体制整備を

進める必要があります。

また、（仮称）箕面市立ワークセンター小野原の整備を進めるとともに、箕面市立あか

つき園の建替に向けて必要な機能の検討を進め、日中活動の場をはじめとする障害者が

暮らすための地域資源のさらなる充実に努める必要があります。

２．障害者差別解消の取組の推進

平成 28 年（2016 年）の障害者差別解消法施行から４年が経過し、国において同法の

見直しの検討がなされています。また、大阪府障がい者差別解消条例の改正により、府

内では令和３年４月から事業者による合理的配慮が義務化されることになりました。こ

れらの状況をふまえ、この間の課題を整理するとともに、今後の取組を検討する必要が

あります。

また、箕面市内においてもいまだ差別事象が発生している状況をふまえ、地域におけ

るさらなる啓発や理解促進に取り組む必要があります。
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２．箕面市保健医療福祉総合審議会

（１）条例・施行規則

○箕面市保健医療福祉総合審議会条例（平成８年箕面市条例第９号）

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づ

き、箕面市保健医療福祉総合審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、地域保健、地域医療及び地域福祉(以下「地域保健等」という。)につい

て、市長の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、地域保健等に関して講ぜられる施策

の推進について、市長に意見を申し出ることができる。

(委員の定数)

第三条 審議会の委員の定数は、十九人とする。

(委員)

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

一 学識経験者

二 医療関係者

三 市民

四 市内関係団体の代表者

五 関係行政機関の職員及び市の職員

２ 前項第五号に該当するものとして任命された委員が同号に掲げる職を失った場合にお

いては、委員の職を失う。

(任期)

第五条 委員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第六条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を

置くことができる。

２ 臨時委員は、第四条第一項各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまで

の間在任する。

(会長及び副会長)

第七条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。
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(部会の設置)

第八条 審議会に特別の事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第九条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くこと

ができる。

(報酬及び費用弁償)

第十条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償

条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則（省略）
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○箕面市保健医療福祉総合審議会条例施行規則（平成八年規則第七号）

(趣旨)

第一条 この規則は、箕面市保健医療福祉総合審議会条例(平成八年箕面市条例第九号)の施

行について必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第二条 箕面市保健医療福祉総合審議会(以下「審議会」という。)は、会長が招集し、その

議長となる。

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

４ 審議会の会議の内容が附属機関の会議の非公開の基準等を定める規則(平成九年箕面市

規則第二十五号)第二条に定める基準に該当する場合は、会議を公開しない。

(部会の設置)

第三条 審議会に次に掲げる部会を置く。

一 保健福祉計画部会

二 健康増進部会

三 障害者長期計画部会

四 地域福祉計画部会

(部会長等)

第四条 部会の委員は、審議会の意見を聴いて会長が指名する。

２ 部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

３ 部会長は、部会を総括し、部会において調査審議した事項を会長に報告しなければなら

ない。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則（省略）
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（２）開催状況

開催日 審議案件
委員出欠

状況

傍聴

状況

令和元年度 第１回

令和２年２月 14 日

１．諮問について

２．審議会のスケジュール等について

３．第５期箕面市障害福祉計画・第１期箕面市障害児福祉

計画の実績報告について

４．第７期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

について

出席 14 名

欠席３名
３名

令和２年度 第１回

令和２年８月４日

１．諮問について

２．箕面市障害福祉計画・箕面市障害児福祉計画について

３．箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画につい

て

出席 13 名

欠席４名
１名

令和２年度 第２回

令和２年 10 月 20 日

１．箕面市地域福祉計画について

２．箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

出席 11 名

欠席６名
１名

令和２年度 第３回

令和２年 11 月 27 日

１．箕面市地域福祉計画について

２．箕面市障害福祉計画・箕面市障害児福祉計画について

３．箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

出席９名

欠席８名
１名

令和２年度 第４回

令和３年２月 12 日

１．箕面市地域福祉計画について

２．箕面市障害福祉計画・箕面市障害児福祉計画について

３．箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について

４．地域保健及び地域福祉の施策についての答申（案）につ

いて

出席 14 名

欠席３名
０名
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（３）委員名簿

任期：令和２年２月 14 日から

選出区分 氏名 所属等

学識経験者

明石 隆行 種智院大学人文学部 教授

内藤 義彦 武庫川女子大学食物栄養科学部 教授

松端 克文 武庫川女子大学文学部 教授

斉藤 弥生 大阪大学大学院人間科学研究科 教授

医療関係者

中 祐次 箕面市医師会

石井 正治 箕面市医師会

德岡 修 箕面市歯科医師会

林 良紀 箕面市薬剤師会

市民

西野 喜佐子 市民

村松 貴美 市民

市内関係団体の代表者

石田 良美 箕面市社会福祉協議会

山口 愼太郎 箕面市民生委員児童委員協議会

奥田 一夫 箕面市老人クラブ連合会

岡本 直美 箕面市障害者市民施策推進協議会

安達 弘 箕面市社会福祉法人連絡会

関係行政機関等

高林 弘の 大阪府池田保健所

岡 義雄 箕面市立病院
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３．箕面市介護サービス評価専門員会議

（１）要綱

○箕面市介護サービス評価専門員に関する要綱

制定 平成十七年十一月十五日訓令第五十号

改正 平成十九年五月十日訓令第四十号

改正 平成二十一年四月十七日訓令第三十四号

改正 平成二十四年三月二十七日訓令第十三号

改正 令和二年三月三十一日訓令第十八号

（趣旨）

第一条 この要綱は、本市における地域包括支援センター、地域密着型サービス等の運営等

に関し、公正かつ中立的な立場で事業運営の評価等を行うために必要な業務を依頼する箕

面市介護サービス評価専門員（以下「専門員」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（定義）

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

一 地域包括支援センター 介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）

第百十五条の四十六に規定する施設をいう。

二 地域密着型サービス等 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス及び法第

八条の二第十四項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。

（要件）

第三条 専門員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 市内職能団体の代表者

二 法第九条に規定する第一号被保険者及び第二号被保険者

三 地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

四 介護サービス等の利用者又はこれに準じる者

五 地域ケアに関する学識経験を有する者

六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

第四条 削除

（業務）

第五条 専門員は、次の各号に掲げる事項に対する意見の申出及び評価を行う。

一 地域包括支援センターの運営に関すること。

二 地域包括支援センターの設置及び承認に関すること。

三 地域包括支援センターの職員の確保に関すること。
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四 地域における多機関ネットワーク（地域における介護保険以外のサービスとの連携等

をいう。）の形成に関すること。

五 地域密着型サービス等の運営に関すること。

六 地域包括支援センター及び地域密着型サービス等以外の介護サービスに関すること。

（会議の開催）

第六条 市長は、前条各号に掲げる事項について評価を行うため、必要に応じ、専門員を招

集し、会議を開催する。

（座長）

第七条 前条の会議に座長を置き、専門員が互選する。

（関係者の出席）

第八条 座長は、必要があると認めるときは、議事に関係がある者に対して出席を求め、そ

の説明又は意見を聞くことができる。

（謝礼等）

第九条 専門員に対する謝礼の額は、市長が指定する会議への出席等に対し、日額七千四百

円とする。

２ 専門員が市長の依頼により旅行したときは、その旅行に対し、箕面市報酬及び費用弁償

条例（昭和二十九年箕面市条例第十号）別表に定めるその他の非常勤の職員の例により旅

費を支給する。

（庶務）

第十条 専門員の業務に関する庶務は、健康福祉部において行う。

（委任）

第十一条 この要綱に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則（省略）
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（２）開催状況

開催日 審議案件
委員出欠

状況

傍聴

状況

令和元年度 第３回

令和２年２月 13 日

１．地域包括支援センターの事業評価について

２．顔の見える総合相談・支援モデル事業について

３．第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画アンケー

ト調査について

４．在宅介護実態調査について

５．介護予防事業の取り組みについて

６．第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定スケ

ジュール

７．箕面市東部地域包括支援センター運営業務委託にかかる

公募の概要について

出席 10 名

欠席２名
０名

令和２年度 第１回

令和２年７月 28 日

１．地域包括支援センターにかかる令和元年度事業評価結果

及び令和 2年度事業計画について

２．令和元年度顔の見える総合相談・支援モデル事業の実績

報告

３．指定地域密着型サービス事業者の指定更新等について

４．第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついて

１）第７期計画の進捗状況報告（令和元年度分実績報告）

２）第８期計画書総論（たたき台）

３）第８期計画施策体系（素案）

４）第８期計画アンケート調査結果報告書

５．令和２年度保険者機能強化推進交付金該当状況調査につ

いて

出席 11 名

欠席１名
０名

令和２年度 第２回

令和２年９月 15 日

１．指定地域密着型サービス事業者の新規指定及び指定更新

について

２．第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついて

１）第８期計画書（たたき台）

出席 10 名

欠席２名
０名

令和２年度 第３回

令和２年 11 月 18 日

１．指定地域密着型サービス事業者の指定更新について

２．第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついて

１）第８期計画書（素案）

２）第８期計画書（素案）概要版

３）第８期計画における介護保険施設等の整備について

（素案）

４）パブリックコメント手続実施要項（案）

５）在宅介護実態調査の集計結果

出席 11 名

欠席１名
１名
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開催日 審議案件
委員出欠

状況

傍聴

状況

令和２年度 第４回

令和３年１月 29 日

１．地域包括支援センターの事業評価等について

１）地域包括支援センターの取組状況（自己評価）

２）令和２年度（令和元年度実績）地域包括支援センター

の事業評価に関する全国集計結果

３）箕面市地域包括支援センター運営基本方針改定（案）

２．指定地域密着型サービス事業者の指定更新について

（案）

３．指定地域密着型サービスの事業の人員等に係る基準条例

等の一部改正について（案）

４．第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついて

１）パブリックコメント手続実施結果（案）

２）第８期計画書（案・追加分抜粋）

３）令和２年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険

者努力支援交付金の結果報告について

５．箕面市高齢者施設新規入所者ＰＣＲ検査事業について

出席 11 名

欠席１名
１名

令和２年度 第５回

令和３年３月 24 日

１．第８期箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に

ついて

１）パブリックコメント手続実施結果

２）第８期計画書（案）

２．令和３年度顔の見える総合相談・支援モデル事業の実施

方法について

３．令和３年度介護予防事業の取組について

出席８名

欠席４名
０名



164

（３）専門員名簿

期間：平成 30 年６月１日から

選出区分 氏名 所属等 期間

職能団体

首藤 弘史 箕面市医師会

安達 弘 箕面市社会福祉法人連絡会

今咲 律子
箕面市居宅介護支援事業所・介

護予防支援事業所連絡会

公募市民

曽根 和子 第１号被保険者

吉田 歩 第２号被保険者

関係団体選出

朝田 大輔

箕面市社会福祉協議会

令和２年３月 31日まで

畑中 恵美 令和２年４月１日から

山内 照和

箕面市民生委員児童委員協議会

令和元年 11 月 30 日まで

山口 愼太郎 令和２年２月 13日から

金澤 健治

箕面市老人クラブ連合会

平成 31 年３月 31 日まで

土井 淳子 令和元年６月 28日から

前田 功

箕面市人権啓発推進協議会

平成 30 年７月 31 日まで

阿部 一郎
平成 30 年９月 20 日から

令和元年９月 30日まで

岡本 克己 令和元年 11 月 20 日から

切通 晃

箕面市自立支援協議会

平成 31 年３月 31 日まで

福永 英司 令和元年６月 28日から

森永 宏一 びわの会（箕面認知症家族会）

学識経験者 明石 隆行 種智院大学人文学部 教授
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４．箕面市高齢者等介護総合条例

○箕面市高齢者等介護総合条例

平成十二年三月三十一日

条例第二十六号

目次

第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 介護保険

第一節 介護認定審査会（第七条・第八条）

第二節 保険給付（第九条―第十五条の二）

第三節 保険料（第十六条―第二十五条）

第二章の二 地域支援事業（第二十五条の二）

第三章 保健福祉事業（第二十六条―第二十八条）

第四章 雑則（第二十九条）

第五章 罰則（第三十条―第三十四条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この条例は、介護保険法（平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。）によ

る介護保険制度が共同連帯の理念に基づき、介護を必要とする高齢者等の選択によって利

用する介護の内容が決定されることに鑑み、介護に関する基本理念を定め、市、市民及び

介護サービス事業者の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施及び市が行う保健福

祉事業に関する基本的な事項を定め、市民の意見を反映して介護保険等に関する総合的な

施策を推進することにより、市民福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的と

する。

（定義）

第二条 この条例において「介護」とは、四十歳以上の市民（以下「高齢者等」という。）

を対象とし、身体上若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する

疾病等によって日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるようにするために行われるあらゆる支援をいう。

２ この条例において「介護サービス」とは、次の各号に掲げるサービスをいい、それぞれ

当該各号のサービスに相当するサービスを含むものとする。

一 法第八条第一項に規定する居宅サービス

二 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス

三 法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援

四 法第八条第二十六項に規定する施設サービス
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五 法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス

六 法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス

七 法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援

３ この条例において「保健福祉サービス」とは、市が行う全ての介護に関する役務の提供

その他のサービス（前項各号（第七号を除く。）に掲げるサービスのうち法による保険給

付の対象サービスを除く。）をいう。

４ この条例において「介護サービス事業者」とは、介護サービス又は保健福祉サービスの

提供を行う事業者をいう。

（基本理念）

第三条 全ての高齢者等は、個人としてその尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必

要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その

尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう介護サービス及び保健福祉

サービスを利用する権利を有する。

２ 全ての高齢者等は、利用しようとする介護サービス及び保健福祉サービスを自ら選択し、

介護サービスを自ら決定する権利を有する。

３ 全ての高齢者等は、市の介護に関する施策の策定、実施及び評価に関して参画し、及び

意見を述べる機会が保障される。

（市の責務）

第四条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）を尊重し、介護に関する施策

を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

（市民の責務）

第五条 市民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

（介護サービス事業者の責務）

第六条 介護サービス事業者は、基本理念を尊重し、その事業を実施するに当たっては、市

の介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第二章 介護保険

第一節 介護認定審査会

（委員の定数）

第七条 箕面市介護認定審査会（以下「介護認定審査会」という。）の委員の定数は、四十

五人とする。

（規則への委任）

第八条 この条例に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
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第二節 保険給付

（特例居宅介護サービス費の支給）

第九条 法第四十二条第三項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス

又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービ

スに要した費用（特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテー

ション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれら

に相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費

用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十

六号。以下「施行規則」という。）で定める費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に

居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相

当する額とする。

（特例地域密着型介護サービス費の支給）

第九条の二 法第四十二条の三第二項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当

該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十二条の二第二項各

号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該地域密着型サ

ービス又はこれに相当するサービスに要した費用（認知症対応型通所介護、小規模多機能

型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービ

スに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生

活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に地

域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。）の百分の九十

に相当する額とする。

（特例居宅介護サービス計画費の支給）

第十条 法第四十七条第三項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護

支援又はこれに相当するサービスについて法第四十六条第二項の厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービ

スに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービス

に要した費用の額とする。）とする。

（特例施設介護サービス費の支給）

第十一条 法第四十九条第二項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービ

スについて法第四十八条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（そ

の額が現に当該施設サービスに要した費用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用
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その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。）の額を超えるとき

は、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額とする。

（一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額）

第十一条の二 法第四十九条の二第一項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付につ

いて第九条、第九条の二及び前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百

分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

２ 法第四十九条の二第二項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付について第九条、

第九条の二及び前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」と

あるのは、「百分の七十」とする。

（居宅介護サービス費等の額の特例）

第十二条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二

第一項各号に掲げる介護給付について法第五十条第一項に規定する居宅介護サービス費

等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の九十を超え百分

の百以下の範囲内で市長が定める。

２ 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二第一項

各号に掲げる介護給付について法第五十条第二項に規定する居宅サービス費等の額の特

例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の八十を超え百分の百以下の

範囲内で市長が定める。

３ 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二第一項

各号に掲げる介護給付について法第五十条第三項に規定する居宅サービス費等の額の特

例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の七十を超え百分の百以下の

範囲内で市長が定める。

（特例特定入所者介護サービス費の支給）

第十二条の二 法第五十一条の四第二項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、

当該食事の提供に要した費用について法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の

基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した

費用について同項第二号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負

担限度額を控除した額の合計額とする。

（特例介護予防サービス費の支給）

第十三条 法第五十四条第三項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サ

ービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当

するサービスに要した費用（特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防

通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介

護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用について
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は、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施

行規則で定める費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれ

に相当するサービスに要した費用の額とする。）の百分の九十に相当する額とする。

（特例地域密着型介護予防サービス費の支給）

第十三条の二 法第五十四条の三第二項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の

額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十四

条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用（食事の提供に

要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。）の額を

超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要し

た費用の額とする。）の百分の九十に相当する額とする。

（特例介護予防サービス計画費の支給）

第十四条 法第五十九条第三項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予

防支援又はこれに相当するサービスについて法第五十八条第二項の厚生労働大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサー

ビスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービ

スに要した費用の額とする。）とする。

（一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額）

第十四条の二 法第五十九条の二第一項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付

について第十三条及び第十三条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中

「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

２ 法第五十九条の二第二項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付について第

十三条及び第十三条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」

とあるのは、「百分の七十」とする。

（介護予防サービス費等の額の特例）

第十五条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二

第一項各号に掲げる予防給付について法第六十条第一項に規定する介護予防サービス費

等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の九十を超え百分

の百以下の範囲内で市長が定める。

２ 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二第一項

各号に掲げる予防給付について法第六十条第二項に規定する介護予防サービス費等の額

の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の八十を超え百分の百以

下の範囲内で市長が定める。

３ 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二第一項

各号に掲げる予防給付について法第六十条第三項に規定する介護予防サービス費等の額
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の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の七十を超え百分の百以

下の範囲内で市長が定める。

（特例特定入所者介護予防サービス費の支給）

第十五条の二 法第六十一条の四第二項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の

額は、当該食事の提供に要した費用について法第六十一条の三第二項第一号に規定する食

費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要し

た費用について同項第二号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の

負担限度額を控除した額の合計額とする。

第三節 保険料

（保険料率）

第十六条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる

法第九条第一号に規定する第一号被保険者（以下「第一号被保険者」という。）の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 介護保険法施行令（平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。）第三十九条第一

項第一号に掲げる者 三万二千四百円

二 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万二千百二十円

三 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 四万八千六百円

四 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 五万五千八十円

五 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 六万四千八百円

六 次のいずれかに該当する者 七万千二百八十円

イ 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第二百九十二条第一項第十三号に規

定する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法(昭和三十二年

法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四

条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、

第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金

額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合

計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）が百二十万円未満である者

であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者（令第二十二条の二の二第五項第二号に規定する要保護者をいう。以下同

じ。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用され

たならば保護（令第二十二条の二の二第五項第二号に規定する保護をいう。以下同じ。）

を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ（(1)に係る部分を除

く。）、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三

号ロに該当する者を除く。）
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七 次のいずれかに該当する者 七万七千七百六十円

イ 合計所得金額が百二十万円以上二百十万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又

は第十三号ロに該当する者を除く。）

八 次のいずれかに該当する者 九万七千二百円

イ 合計所得金額が二百十万円以上三百二十万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号

ロに該当する者を除く。）

九 次のいずれかに該当する者 十一万千四百五十六円

イ 合計所得金額が三百二十円以上四百万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当す

る者を除く。）

十 次のいずれかに該当する者 十二万千百七十六円

イ 合計所得金額が四百万円以上六百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。）

十一 次のいずれかに該当する者 十三万六千八十円

イ 合計所得金額が六百万円以上八百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。）

十二 次のいずれかに該当する者 十四万七千九十六円

イ 合計所得金額が八百万円以上千万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号ロに該当する者を除く。）
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十三 次のいずれかに該当する者 十五万五千五百二十円

イ 合計所得金額が千万円以上千五百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適

用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第三十九条第一項第一号イ

（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。）

十四 前各号のいずれにも該当しない者 十六万二千円

２ 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての法第百二十四条の二第一項に規定する

保険料の減額賦課（以下この条において「保険料の減額賦課」という。）に係る令和三年度

から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、一万九千四

百四十円とする。

３ 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合

において、前項中「一万九千四百四十円」とあるのは、「三万二千四百円」と読み替えるも

のとする。

４ 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場

合において、第二項中「一万九千四百四十円」とあるのは、「四万五千三百六十円」と読み

替えるものとする。

（普通徴収に係る保険料の納期等）

第十七条 法第百三十一条に規定する普通徴収（以下「普通徴収」という。）に係る保険料

の納期は、毎年六月から翌年の三月までの年十回とし、毎月分の保険料をその月の末日ま

でに納付しなければならない。

２ 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満である

ときは、その端数金額又はその全額は、全て六月分の納期に係る分割金額に合算するもの

とする。

３ 前二項の規定によりがたい第一号被保険者に係る納期等については、市長が別に定める

ことができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知し

なければならない。

（賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合）

第十八条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一

号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月か

ら月割をもって行う。

２ 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保

険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月ま

で月割をもって行う。
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３ 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。）、ロ及びニ、第二号ロ、第三号

ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第十六条第一項第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九

号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ、第十三号ロ若しくは第十四号ロに該当するに

至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月ま

で月割により算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日

の属する月から同条第一号から第十四号までのいずれかに規定する者として月割により

算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額の合算額とする。

４ 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に一円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てる。

第十九条 削除

（保険料の額の通知）

第二十条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知

しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

（保険料の督促手数料）

第二十一条 督促手数料は、督促状一通につき郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）第

六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金に相当する額とする。

（延滞金）

第二十二条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者（以下

「保険料の納付義務者」という。）は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以

上（千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。）であるときは、当該金額

につき年十四・六パーセント（当該納期限の翌日から三箇月を経過するまでの期間につい

ては年七・三パーセント）の割合をもって計算して得た金額に相当する延滞金の額を加算

して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当た
じゅん

りの割合とする。

３ 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、や

むを得ない事由があると認める場合は、当該納付義務者の申請により第一項の延滞金を減

免することができる。

（保険料の徴収猶予）

第二十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全

部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務
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者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月

以内の期間を限って徴収猶予することができる。

一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、

火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損

害を受けたこと。

二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその

者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著

しく減少したこと。

三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の

休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、

凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

五 前各号に掲げるもののほか、前各号に相当する理由があること。

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由

を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

二 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別

徴収対象年金給付の支払に係る月

三 徴収猶予を必要とする理由

（保険料の減免）

第二十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるもの

に対し、保険料を減免する。

一 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、

火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損

害を受けたこと。

二 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその

者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著

しく減少したこと。

三 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の

休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

四 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、

凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

五 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる者に相当するものであること。

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとするときは、納期限（やむを得ない理由に

より納期限までに提出することができないと市長が認めるときは、市長が定める期限）ま

でに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添

付して、市長に提出しなければならない。

一 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
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二 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収

対象年金給付の支払に係る月

三 減免を必要とする理由

３ 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

（保険料に関する申告）

第二十五条 第一号被保険者は、毎年度五月末日まで（保険料の賦課期日後に第一号被保険

者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内）に、第一号被保険者本

人の所得状況及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者

の市町村民税の課税非課税の別その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者本人及び当該第一号被保険者の

属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第三百十

七条の二第一項の申告書（当該第一号被保険者本人及び当該第一号被保険者の属する世帯

の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公

的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第三百十七条の六

第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書）が市長に提出されてい

る場合及び法第二百三条第一項に基づく照会により第一号被保険者が申告すべき内容を

市長が確認できる場合は、この限りでない。

第二章の二 地域支援事業

（地域支援事業）

第二十五条の二 市は、高齢者等が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状

態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援するため、法第百十五条の四十五の規定により地域支援事業を行うものとす

る。

第三章 保健福祉事業

（保健福祉事業）

第二十六条 市は、高齢者等が地域において在宅生活を営むことができるよう支援するため、

保健福祉サービスとして、次に掲げる保健福祉事業を行うものとする。

一 法第七条第三項に規定する要介護者（第四号において「要介護者」という。）に対する

介護サービス以外の介護支援の事業

二 法第七条第四項に規定する要支援者（第四号において「要支援者」という。）に対する

介護サービス（法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援を除く。）以外の介護支援

の事業
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三 加齢に伴う心身の衰え等により支援が必要な高齢者等のうち、疾病その他の理由によ

り一時的に支援が必要な高齢者等に対する緊急時支援の事業

四 家族の状況、住宅環境等により支援が必要な高齢者等（要介護者及び要支援者を除く。）

に対する生活支援の事業

五 前各号に掲げるもののほか、高齢者等の社会参加のための保健福祉事業

（その他の保健福祉事業）

第二十七条 市は、高齢者等に対する介護が常に良質なサービスとなるよう介護サービス事

業者との連携を維持し、情報の提供及びその指導に努めるものとする。

２ 市は、高齢者等及びその介護者がきめ細かなサービスの提供を受けることができるよう

情報の提供及び利用者等に対する相談機能の充実を図るものとする。

３ 市は、高齢者等に対する介護が介護サービス事業者から提供されることに鑑み、市、市

民及び介護サービス事業者とが共同連帯できるよう努めるものとする。

（文書の提出等）

第二十八条 市は、介護サービス及び保健福祉サービスの円滑かつ効率的な提供を図るため、

必要があると認めるときは介護サービス事業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは

提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

２ 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第四章 雑則

（委任）

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第五章 罰則

（過料）

第三十条 第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき（同条第

二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを

除く。）又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第三十一条 法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後

段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第

二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じな

い者に対し十万円以下の過料に処する。
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第三十二条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれ

らであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の

提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対

して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第三十三条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金（法第百五十

条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。）の徴収

を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第三十四条 第三十条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指

定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

附 則（省略）
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５．第１号被保険者の保険料推計報告書

第８期介護保険事業（支援）計画策定に向けたワークシート【総括表】からの一部抜粋

（１）推計値サマリ

１．被保険者数（年度別） 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 伸び率①
※１

令和7年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

総数 80,102 80,827 81,697 83,086 83,920 84,753 102.7% 86,168 105.5% 85,246 104.3%
第1号被保険者数 34,275 34,643 35,051 35,373 35,631 35,888 101.7% 36,389 103.8% 42,671 121.7%
第2号被保険者数 45,827 46,184 46,646 47,713 48,289 48,865 103.5% 49,779 106.7% 42,575 91.3%

※１：第8期平均値/令和2年度の値*100 ※２：令和7（22）年度の値/令和2年度の値*100

２．要介護（支援）認定者数 単位：人

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 伸び率①
※１

令和7年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

総数 5,114 5,361 5,678 5,978 6,234 6,484 109.8% 6,974 122.8% 9,350 164.7%
要支援1 620 614 646 677 708 742 109.8% 797 123.4% 948 146.7%
要支援2 655 751 824 887 934 967 112.8% 1,034 125.5% 1,287 156.2%
要介護1 1,138 1,152 1,197 1,246 1,294 1,351 108.4% 1,457 121.7% 1,841 153.8%
要介護2 869 977 982 978 1,001 1,033 102.2% 1,107 112.7% 1,500 152.7%
要介護3 653 695 775 858 906 950 116.7% 1,029 132.8% 1,475 190.3%
要介護4 636 618 681 746 775 804 113.8% 862 126.6% 1,301 191.0%
要介護5 543 554 573 586 616 637 107.0% 688 120.1% 998 174.2%

うち第1号被保険者数 5,000 5,252 5,560 5,852 6,105 6,355 109.8% 6,843 123.1% 9,240 166.2%
要支援1 615 603 636 667 698 732 109.9% 787 123.7% 940 147.8%
要支援2 635 732 799 859 905 938 112.7% 1,005 125.8% 1,262 157.9%
要介護1 1,124 1,143 1,190 1,239 1,287 1,344 108.4% 1,450 121.8% 1,835 154.2%
要介護2 836 948 950 945 967 999 102.1% 1,073 112.9% 1,471 154.8%
要介護3 638 683 759 840 888 932 116.8% 1,010 133.1% 1,459 192.2%
要介護4 623 601 673 738 767 796 114.0% 854 126.9% 1,295 192.4%
要介護5 529 542 553 564 593 614 106.8% 664 120.1% 978 176.9%

※１：第8期平均値/令和2年度の値*100 ※２：令和7（22）年度の値/令和2年度の値*100

３．介護予防サービス見込量 単位：千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 伸び率①
※１

令和7年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

（１）在宅サービス 163,130 179,823 193,511 212,012 224,459 241,402 116.8% 255,456 132.0% 312,553 161.5%
（２）居住系サービス 44,642 46,371 52,778 55,724 57,661 59,568 109.2% 63,380 120.1% 78,385 148.5%
合計 207,772 226,194 246,289 267,736 282,120 300,970 115.2% 318,836 129.5% 390,938 158.7%

※１：第8期平均値/令和2年度の値*100 ※２：令和7（22）年度の値/令和2年度の値*100

４．介護サービス見込量 単位：千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 伸び率①
※１

令和7年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

（１）在宅サービス 4,507,492 4,705,794 4,897,615 5,297,148 5,630,304 5,909,079 114.6% 6,141,708 125.4% 8,617,659 176.0%
（２）居住系サービス 937,216 976,601 1,031,608 1,073,731 1,133,069 1,191,543 109.8% 1,248,455 121.0% 1,818,195 176.2%
（３）施設サービス 2,286,619 2,297,066 2,382,125 2,443,649 2,514,259 2,833,272 109.0% 3,210,294 134.8% 4,515,584 189.6%
合計 7,731,327 7,979,460 8,311,349 8,814,528 9,277,632 9,933,894 112.4% 10,600,457 127.5% 14,951,438 179.9%

※１：第8期平均値/令和2年度の値*100 ※２：令和7（22）年度の値/令和2年度の値*100

５．総給付費　（３．＋４．） 単位：千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 伸び率①
※１

令和7年度 伸び率①
※２

令和22年度 伸び率①
※２

総給付費 7,939,099 8,205,654 8,557,638 9,082,264 9,559,752 10,234,864 112.5% 10,919,293 127.6% 15,342,376 179.3%
※給付費は年間累計の金額 ※１：第8期平均値/令和2年度の値*100 ※２：令和7（22）年度の値/令和2年度の値*100

６．受給率
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

在宅サービス受給率 8.58% 8.85% 9.26% 9.57% 9.98% 10.22%
施設・居住系サービス受給率 3.23% 3.20% 3.24% 3.30% 3.40% 3.71%

７．介護保険料基準額（月額） 単位：円
第7期 第8期 令和7年度 令和22年度

保険料基準額（月額） 5,700 5,400 6,869 9,216
保険料基準額の伸び率（％） （※当該保険料基準額/第7期保険料*100） 94.7% 120.5% 161.7%

８．介護保険料基準額（月額）の内訳 単位：円

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 構成比(%)
総給付費 5,509 89.7% 5,533 89.0% 6,105 88.9% 8,343 90.5%

在宅サービス 3,464 56.4% 3,356 54.0% 3,577 52.1% 4,856 52.7%
居住系サービス 658 10.7% 684 11.0% 734 10.7% 1,031 11.2%
施設サービス 1,388 22.6% 1,493 24.0% 1,795 26.1% 2,455 26.6%

その他給付費 273 4.4% 300 4.8% 332 4.8% 390 4.2%
地域支援事業費 362 5.9% 383 6.2% 432 6.3% 483 5.2%
財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
市町村特別給付費等 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
保険料収納必要額（月額） 6,143 100.0% 6,216 100.0% 6,869 100.0% 9,216 100.0%
準備基金取崩額 444 7.2% 816 13.1% 0 0.0% 0 0.0%
保険料基準額（月額） 5,700 92.8% 5,400 86.9% 6,869 100.0% 9,216 100.0%

第7期 第8期 令和7年度 令和22年度
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（５）第１号被保険者の保険料推計

１．７期保険料基準額
第７期保険料の基準額（月額） 5,700

２．保険料基準額の指標
第8期 令和7年度 令和22年度

保険料基準額（月額） 5,362 6,821 9,151
準備基金取崩額の影響額 810 0 0

準備基金の残高（前年度末の見込額） 1,059,540,000 0 0
準備基金取崩額 1,059,540,000 0 0
準備基金取崩割合 100.0% 0.0% 0.0%

財政安定化基金拠出金見込額の影響額 0 0 0
財政安定化基金拠出金見込額 0 0 0
財政安定化基金拠出率 0.0000% 0.0000% 0.0000%

財政安定化基金償還金の影響額 0 0 0
財政安定化基金償還金 0 0 0

保険料基準額の伸び率（％） （対７期保険料） -5.9% 19.7% 60.5%

３．保険料設定を弾力化した場合の保険料額の指標
第8期 令和7年度 令和22年度

保険料基準額（月額） 5,400 6,869 9,216
準備基金取崩額の影響額 816 0 0

準備基金の残高（前年度末の見込額） 1,059,540,000 0 0
準備基金取崩額 1,059,540,000 0 0
準備基金取崩割合 100.0% － －

財政安定化基金拠出金見込額の影響額 0 0 0
財政安定化基金拠出金見込額 0 0 0
財政安定化基金拠出率 0.0000% 0.0000% 0.0000%

財政安定化基金償還金の影響額 0 0 0
財政安定化基金償還金 0 0 0

保険料基準額の伸び率（％） （対７期保険料） -5.3% 20.5% 61.7%

４　介護保険料基準額（月額）の内訳
金額 構成比

第8期 令和7年度 令和22年度 第8期 令和7年度 令和22年度
総給付費 5,494 6,062 8,284 89.0% 88.9% 90.5%

在宅サービス 3,332 3,552 4,822 54.0% 52.1% 52.7%
居住系サービス 679 728 1,024 11.0% 10.7% 11.2%
施設サービス 1,482 1,782 2,438 24.0% 26.1% 26.6%

その他給付費 298 330 387 4.8% 4.8% 4.2%
地域支援事業費 380 429 480 6.2% 6.3% 5.2%
財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
市町村特別給付費等 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
保険料収納必要額（月額） 6,173 6,821 9,151 100.0% 100.0% 100.0%
準備基金取崩額 810 0 0 13.1% 0.0% 0.0%
基準保険料額（月額） 5,362 6,821 9,151 86.9% 100.0% 100.0%
（弾力化した場合）
総給付費 5,533 6,105 8,343 89.0% 88.9% 90.5%

在宅サービス 3,356 3,577 4,856 54.0% 52.1% 52.7%
居住系サービス 684 734 1,031 11.0% 10.7% 11.2%
施設サービス 1,493 1,795 2,455 24.0% 26.1% 26.6%

その他給付費 300 332 390 4.8% 4.8% 4.2%
地域支援事業費 383 432 483 6.2% 6.3% 5.2%
財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金） 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
市町村特別給付費等 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
保険料収納必要額（月額） 6,216 6,869 9,216 100.0% 100.0% 100.0%
準備基金取崩額 816 0 0 13.1% 0.0% 0.0%
基準保険料額（月額） 5,400 6,869 9,216 86.9% 100.0% 100.0%

５．保険料収納必要額関係

合計 令和3年度 令和4年度 令和5年度

標準給付費見込額（A） 30,572,637,839 9,625,641,243 10,114,079,636 10,832,916,960 11,546,082,627 16,096,106,827
総給付費 28,876,880,000 9,082,264,000 9,559,752,000 10,234,864,000 10,919,293,000 15,342,376,000

511,481,239 177,402,355 163,774,580 170,304,304 182,885,430 247,860,641
特定入所者介護サービス費等給付額 679,109,743 217,466,284 226,308,763 235,334,696 252,726,127 342,508,478
特定入所者介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 167,628,504 40,063,929 62,534,183 65,030,392 69,840,697 94,647,837

高額介護サービス費等給付額（財政影響額調整後） 997,056,808 306,237,601 328,183,908 362,635,299 375,788,674 420,869,233
高額介護サービス費等給付額 1,075,282,442 324,858,744 357,344,618 393,079,080 406,534,715 462,537,974
高額介護サービス費等の見直しに伴う財政影響額 78,225,634 18,621,143 29,160,710 30,443,781 30,746,041 41,668,741

高額医療合算介護サービス費等給付額 161,247,968 51,452,221 53,716,119 56,079,628 58,330,264 71,739,433
算定対象審査支払手数料 25,971,824 8,285,066 8,653,029 9,033,729 9,785,259 13,261,520

審査支払手数料一件あたり単価 47 47 47 47 47
審査支払手数料支払件数 552,592 176,278 184,107 192,207 208,197 282,160
審査支払手数料差引額（K） 0 0 0 0 0 0

地域支援事業費（B) 2,160,357,000 688,971,000 733,315,000 738,071,000 815,502,138 934,703,109
介護予防・日常生活支援総合事業費 1,258,510,000 412,496,000 421,165,000 424,849,000 469,219,227 552,594,283
包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業費 657,237,000 216,977,000 219,594,000 220,666,000 229,962,911 265,788,826
包括的支援事業（社会保障充実分） 244,610,000 59,498,000 92,556,000 92,556,000 116,320,000 116,320,000

第1号被保険者負担分相当額（D） 7,528,588,813 2,372,360,816 2,494,900,766 2,661,327,231 2,892,610,835 4,564,257,063
調整交付金相当額（E） 1,591,557,392 501,906,862 526,762,232 562,888,298 600,765,093 832,435,056
調整交付金見込額（I） 1,050,493,000 312,186,000 347,663,000 390,644,000 457,783,000 620,997,000

調整率 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000 1.000000000
特別調整交付金の交付見込額 0 0 0 0 0

調整交付金見込交付割合（H） 3.11% 3.30% 3.47% 3.81% 3.73%
後期高齢者加入割合補正係数（F） 1.0303 1.0226 1.0157 1.0005 0.9974

後期高齢者加入割合補正係数（要介護等発生率による重み付け） 1.0224 1.0157 1.0100
後期高齢者加入割合補正係数（1人あたり給付費による重み付け） 1.0381 1.0295 1.0214 1.0005 0.9974

所得段階別加入割合補正係数（G） 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502 1.0502
市町村特別給付費等 0 0 0 0 0 0
市町村相互財政安定化事業負担額 0 0 0
保険者機能強化推進交付金等の交付見込額 0 0 0
保険料収納必要額（L) 7,010,113,205 3,035,592,928 4,775,695,118
予定保険料収納率 97.00% 97.00% 97.00%

特定入所者介護サービス費等給付額（財政影響額調整後）

第8期
令和7年度 令和22年度
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６．第１号被保険者数関係

合計 令和3年度 令和4年度 令和5年度

第1号被保険者数 106,892 35,373 35,631 35,888 36,389 42,671
前期(65～74歳) 46,966 16,210 15,656 15,100 14,249 19,564
後期(75歳～) 59,926 19,163 19,975 20,788 22,140 23,107

後期(75歳～84歳) 42,518 13,652 14,172 14,694 15,392 12,396
後期(85歳～) 17,408 5,511 5,803 6,094 6,748 10,711

所得段階別加入割合
第1段階 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
第2段階 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
第3段階 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
第4段階 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
第5段階 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%
第6段階 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
第7段階 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1%
第8段階 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
第9段階 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

所得段階別被保険者数
第1段階 17,814 5,895 5,938 5,981 6,064 7,111
第2段階 7,694 2,546 2,565 2,583 2,619 3,071
第3段階 7,155 2,368 2,385 2,402 2,436 2,856
第4段階 14,451 4,783 4,817 4,851 4,920 5,769
第5段階 11,782 3,899 3,927 3,956 4,011 4,704
第6段階 11,887 3,934 3,962 3,991 4,047 4,745
第7段階 16,119 5,333 5,374 5,412 5,487 6,435
第8段階 8,590 2,843 2,863 2,884 2,924 3,429
第9段階 11,400 3,772 3,800 3,828 3,881 4,551
合計 106,892 35,373 35,631 35,888 36,389 42,671

第1段階 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7%
第2段階 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%
第3段階 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
第4段階 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
第5段階 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%
第6段階 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%
第7段階 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1% 15.1%
第8段階 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
第9段階 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%
第10段階 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
第11段階 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1%
第12段階 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
第13段階 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%
第14段階 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
第15段階
第16段階
第17段階
第18段階
第19段階
第20段階
第21段階
第22段階
第23段階
第24段階
第25段階
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

第1段階 17,814 5,895 5,938 5,981 6,064 7,111
第2段階 7,694 2,546 2,565 2,583 2,619 3,071
第3段階 7,155 2,368 2,385 2,402 2,436 2,856
第4段階 14,451 4,783 4,817 4,851 4,920 5,769
第5段階 11,782 3,899 3,927 3,956 4,011 4,704
第6段階 11,887 3,934 3,962 3,991 4,047 4,745
第7段階 16,119 5,333 5,374 5,412 5,487 6,435
第8段階 8,590 2,843 2,863 2,884 2,924 3,429
第9段階 3,805 1,259 1,268 1,278 1,295 1,519
第10段階 3,038 1,005 1,013 1,020 1,035 1,213
第11段階 1,152 381 384 387 392 460
第12段階 785 260 262 263 267 313
第13段階 976 323 325 328 332 390
第14段階 1,644 544 548 552 560 656
第15段階
第16段階
第17段階
第18段階
第19段階
第20段階
第21段階
第22段階
第23段階
第24段階
第25段階
合計 106,892 35,373 35,631 35,888 36,389 42,671

112,316 37,167 37,439 37,710 38,235 44,837
111,522 36,905 37,174 37,443 37,965 44,520

保険料設定を弾力化した場合の所得段階別加入割合

保険料設定を弾力化した場合の所得段階別被保険者数

所得段階別加入割合補正後被保険者数（C）
弾力化をした場合の所得段階別加入割合補正後被保険者数（C'）

第8期
令和7年度 令和22年度
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７．保険料弾力化関係係数

令和3年度 令和4年度 令和5年度

保険料段階設定数 14 14 14 14 14
基準額に対する割合 第1段階 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500

第2段階 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650
第3段階 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
第4段階 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850
第5段階 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
第6段階 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
第7段階 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
第8段階 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
第9段階 1.720 1.720 1.720 1.720 1.720
第10段階 1.870 1.870 1.870 1.870 1.870
第11段階 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
第12段階 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270
第13段階 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
第14段階 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
第15段階
第16段階
第17段階
第18段階
第19段階
第20段階
第21段階
第22段階
第23段階
第24段階
第25段階

基準所得金額 第6段階と第7段階を区分 1,200,000 1,200,000
第7段階と第8段階を区分 2,100,000 2,100,000
第8段階と第9段階を区分 3,200,000 3,200,000
第9段階と第10段階を区分 4,000,000 4,000,000
第10段階と第11段階を区分 6,000,000 6,000,000
第11段階と第12段階を区分 8,000,000 8,000,000
第12段階と第13段階を区分 10,000,000 10,000,000
第13段階と第14段階を区分 15,000,000 15,000,000
第14段階と第15段階を区分
第15段階と第16段階を区分
第16段階と第17段階を区分
第17段階と第18段階を区分
第18段階と第19段階を区分
第19段階と第20段階を区分
第20段階と第21段階を区分
第21段階と第22段階を区分
第22段階と第23段階を区分
第23段階と第24段階を区分
第24段階と第25段階を区分

（参考）標準段階区分

令和3年度 令和4年度 令和5年度

基準額に対する割合 第1段階 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
第2段階 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第3段階 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
第4段階 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
第5段階 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
第6段階 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
第7段階 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
第8段階 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
第9段階 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

基準所得金額 第6段階と第7段階を区分 1,200,000 1,200,000 1,200,000
第7段階と第8段階を区分 2,100,000 2,100,000 2,100,000
第8段階と第9段階を区分 3,200,000 3,200,000 3,200,000

令和22年度

第８期
令和7年度 令和22年度

第8期
令和7年度
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６．用語解説

【あ行】

【か行】

ＡＣＰ（アドバン

ス・ケア・プランニ

ング）

本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に備える治療計

画。本人とその家族、医師・看護師・介護従事者が話し合いを通

じて、本人の意思を反映した医療・ケアの開始・不開始・変更な

どを行う。

インフォーマル

サービス

インフォーマルケアともいい、自治体や専門機関など、フォーマ

ル（正式）な制度に基づき提供される支援ではなく、家族や友

人、地域住民、ボランティアなどによる、制度に基づかない非公

式な支援のこと。

ＮＰＯ 「Non Profit Organization」の略。様々な社会貢献活動を行い、

団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の

総称。収益を目的とする事業自体は認められるが、事業で得た収

益は、様々な社会貢献活動にあてることになる。このうち、特定

非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を「特定非営利

活動法人（ＮＰＯ法人）」と言う。ＮＰＯは法人格の有無を問わ

ず、様々な分野（福祉、教育、文化、まちづくり、環境、国際協

力など）で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果た

すことが期待されている。

オーラルフレイル 口腔の機能低下や食べる機能の障害が連鎖し、心身の機能低下ま

で及ぶこと。

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

要介護者または要支援者からの相談に応じ、心身の状況等に応じ

適切なサービスを利用できるよう市町村、サービス事業者等との

連絡調整等を行いケアプランを作成する者であって、要介護者等

が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及

び技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者。

介護離職 介護のための離職。高齢の親や家族を介護する必要が生じたこと

により、今の仕事を辞めざるをえなくなること。

急性期 病気の症状や徴候の発現が急で、発病後の経過が短い時期をい

う。一方、症状や徴候は激しくないが、長期間にわたる治療や看

護が必要とされる時期を慢性期という。
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【さ行】

軽度認知障害

（ＭＣＩ）

物忘れが主たる症状だが、日常生活への影響はほとんどなく、認

知症とは診断できない状態のことで、正常と認知症の中間ともい

える状態。記憶力に障害があって物忘れの自覚があるが、記憶力

の低下以外に明らかな認知機能の障害がみられず、日常生活への

影響はないかあっても軽度のものである場合。ＭＣＩとは、「Mild

Cognitive Impairment」の略。

ケアプラン

（居宅サービス計画）

要介護者が日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは

福祉サービスの適切な利用ができるよう、要介護者の依頼を受け

て、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその

家族の希望等を勘案し、利用者するサービスの種類及び内容など

を定めた計画。

ケアマネジメント 主に地域社会の中で継続的なケアを提供する際に、サービス利用

者の生活全般にわたるニーズと公私にわたる社会資源との間にあ

った、複数のサービスを適切に結びつけ、調整を図り、総合的か

つ継続的なサービス提供を確保する機能。

ＫＤＢシステム 国保データベースシステムのことであり、国保連合会が保険者の

委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保

健指導」、「医療（後期高齢者医療含む）」、「介護保険」等の情報を

活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供し、保険

者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目

的として構築されたシステムである。

健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

権利擁護 自己の権利を表明することが困難な高齢者や障害者等の代わりに、

代理人が権利を表明すること。

在宅療養後方支援

病院

在宅医療を提供している医療機関と連携し、あらかじめ緊急時の

入院先とする希望を届け出ていた患者の急変時などに 24 時間体制

で対応し、必要があれば入院を受け入れる病院。

在宅療養支援

診療所・病院

地域において在宅医療を支える 24 時間の窓口とし、他の病院、診

療所等と連携を図りつつ、24 時間往診、訪問看護等を提供する診

療所を在宅療養支援診療所という。また、診療所のない地域にお

いて、在宅療養支援診療所と同様に、在宅医療の主たる担い手と

なっている病院を在宅療養支援病院という。
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【た行】

サービス付き高齢者

向け住宅

「高齢者住まい法」の改正により創設された、介護・医療と連携

し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造

の住宅。 住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといった

ハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認

や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心し

て暮らすことができる環境を整えている。

生活困窮者自立支援

事業

生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に至る前の段階の自立

支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立支援相談事業

の実施、住居確保給付金の支給、その他の支援を行う事業。

なお、「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活

を維持することができなくなるおそれのある者。

地域医療構想 将来人口推計をもとに 2025 年に必要となる病床数（病床の必要

量）を４つの医療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）

ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通じて病床の機

能分化と連携を進め、効率的な医療提供体制を実現する取組のこ

と。

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化をふまえ、制度・分野ごと

の『縦割り』や「支え手」、「受け手」という関係を超えて、地域

住民や地域の多様な主体が「他人事」ではなく「我が事」として

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つな

がることで、子ども、高齢者、障害者などすべての住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会をめざすも

の。

地域包括

ケアシステム

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限

り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、地域の包括的な支援やサービスを提供する体

制。

地域包括

支援センター

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助

を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を

包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域に

おいて一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置される

もの。市町村が設置できることとされている。

地域密着型サービス 要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村

で提供されることが適当なサービスであり、地域密着型サービス

（要介護のかたへのサービス）と地域密着型介護予防サービス

（要支援のかたへのサービス）からなる。
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【な行】

【は行】

地域リハビリテーシ

ョン

高齢者や障害者が、住み慣れた地域で、安全にいきいきと生活を

送ることができるよう、必要なリハビリテーションを適切に提供

すること。

地区防災委員会 箕面市で地域の避難所の運営を行い、地域の防災の中核としての

機能を有し、地域団体等で構成される組織。

日常生活圏域 市町村介護保険事業計画において、市町村が、その住民が日常生

活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情、その

他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設

の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域。

認知症カフェ 認知症の人やその家族、医療や介護の専門職、地域の人などが、

地域の身近な場所で気軽に集い、認知症の人やその家族同士の情

報交換、医療や介護の専門職への相談、地域の人との交流など、

交流の場。公的な制度に基づくものではないが、市町村や地域包

括支援センター、社会福祉協議会、医療機関や介護サービスの事

業所、認知症サポーター、ボランティアなど、様々な機関や人た

ちで認知症カフェを開設する取組が広がっている。

認知症ケアパス 認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れを示したもの。

日常生活圏域において、認知症を有する高齢者等がどのような状

態にあっても対応できるサービス基盤を構築し、的確なコーディ

ネートがなされる体制をシステム化する地域環境を具体化するツ

ール。

ノーマライゼーショ

ン

社会福祉の分野において、障害の有無や性別、年齢の違いなどに

よって区別をされることなく、主体的に、当たり前に、生活や権

利の保障されたバリアフリーな環境を整えていく考えかたを意味

する言葉。

廃用症候群 心身の不使用が招くさまざまな機能低下。身体的には筋や骨の萎

縮や関節拘縮、起立性低血圧等の循環器機能の低下等（低運動性

症候群ともいう）、精神的には意欲の減衰や記憶力低下等がある。

高齢者の病気やけがによる寝たきり状態の放置や社会交流の途絶

から連鎖的に生じ、寝たきりの固定化につながることが多いこと

から、寝たきり症候群とも呼ばれ、できる限りの自立、機能活用

を図ることが必要。
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【ま行】

パブリックコメント 行政機関（国、都道府県、市など）が国民の生活に大きく影響す

る制度などを定めるときに、最終的な意思決定を行う前にその素

案を公表して意見・情報を募集し、寄せられた意見等を考慮して

意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する行政機関の

考えかたをとりまとめ、提出された意見等の概要とあわせて公表

する仕組み。

バリアフリー もとは、高齢者や障害者が社会生活をしていくうえで妨げとな

る、段差等の物理的な障壁（バリア）をなくすという意味の建築

用語。現在では、物理的な障壁に限らず、社会的、制度的、心理

的な障壁、情報面の障壁などを含め、障害者等の社会参加の妨げ

となる、あらゆる障壁を取り除く意味で用いられる。

ＰＤＣＡサイクル 仕事をどのような過程で回す事が効率よく業務を行えるようにな

るかという理論のことをいう。第二次世界大戦後にアメリカの物

理学者ウォルター・シューハートと物理学者エドワーズ・デミン

グにより提唱された理論で、Plan(計画)・Do(実行)・Check(点

検・評価)・Act(改善・処置)の頭文字を取ってＰＤＣＡサイクル

と命名された。

ヒヤリハット 危険な目に遭いそうになって、ひやりとしたり、はっとしたりす

ること。重大な事故に発展したかもしれない危険な出来事。

福祉有償運送 ＮＰＯや社会福祉法人などの非営利法人等が、高齢者や障害者な

どの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、

通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サー

ビスのこと。高齢化の進展、障害者の社会参加の定着、介護保険

や支援費制度の導入等を契機としてニーズが一層拡大し、実施す

る団体も増加している。このような福祉有償運送を行うには、道

路運送法による「登録」が必要で、道路運送法第 80 条の例外許可

として通達（ガイドライン）に基づいて運用されていたが、平成

18 年（2006 年）10 月１日に道路運送法が改正され、法第 78 条第

２項に規定する「自家用有償運送」の一類型として法律に基づく

制度となった。

フレイル 日本老年医学会が 2014 年に提唱した概念で、「Frailty（虚弱）」

の日本語訳。健康な状態と要介護状態の中間に位置し、身体的機

能や認知機能の低下が見られる状態のことを指すが、適切な治療

や予防を行うことで要介護状態に進まずにすむ可能性がある。

慢性期病床 一般病院における長期入院患者の増加に対応し、主として長期に

わたり療養を必要とする患者を入院させるための療養環境を有す

る病床。
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【や行】

【ら行】

ユニバーサル

デザイン

高齢者や障害者等を取り巻く、様々な障壁をなくしていくという

バリアフリーの考えかたから更に一歩進めて、まちづくりや商品

デザインに関して、誰もが利用しやすい仕様を、あらかじめ取り

入れておこうとする考えかた。

療養病床 病院または診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病

床以外のものであって、主として長期にわたり療養を必要とする

患者を入院させるためのものをいう。療養病床には、医療療養病

床と介護療養病床がある。
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７．介護保険サービスの内容

【居宅サービス】

サービス名 概要

訪問介護※

（ホームヘルプ）

訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅等を訪問し、入

浴、排泄、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家

事を行うサービス。

訪問入浴介護※ 入浴が困難なかたの自宅等を訪問し、簡易の浴槽等を

使ってベッドサイドで入浴の介助を行うサービス。ま

た、看護師による体温や血圧、脈拍などの健康チェッ

クも行う。

訪問看護※ 自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや

排泄ケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと

必要な医療の提供を行うサービス。

訪問リハビリテーション※ 理学療法士や作業療法士などが自宅等を訪問し、心身

の機能の維持回復をはかり、日常生活の自立を助ける

ためのリハビリテーション（機能訓練等）を行う。

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師などが自宅等を

訪問して、居宅での療養上の必要な管理や指導を行

う。また、居宅介護支援事業所やその他のサービス事

業所に対して、サービス利用上の必要な情報提供を行

う。

通所介護※

（デイサービス）

デイサービスセンター（通所介護施設）で食事や入浴

などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機

能訓練、口腔機能向上サービスなどの提供を行うサー

ビス。

通所リハビリテーション※

（デイケア）

介護老人保健施設や医療機関などにおいて、日常生活

の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心

身機能の維持回復を図るサービス。

短期入所生活介護※

（ショートステイ）

特別養護老人ホームなどの施設で短期間入所し、食事

や入浴、排泄、機能訓練の支援などを行うサービス。

短期入所療養介護※

（ショートステイ）

介護老人保健施設や介護医療院などの施設で短期間入

所し、医学的管理下で、食事や入浴、排泄、機能訓練

の支援などを行うサービス。
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※介護予防サービスを含む

【施設サービス】

サービス名 概要

介護老人福祉施設

（特別養護老人ホーム）

日常生活に介護が必要なかたで、居宅で自立生活を送

ることや介護を受けることが困難なかたが入所し、食

事、排泄、入浴などの介護、その他日常生活上の支

援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うサー

ビス。

（原則、要介護３以上のかたが対象）

介護老人保健施設 病状が安定しているかたで、病気、けが等により機能

訓練等を必要とするかたが入所し、自宅に戻れるよう

機能訓練、看護または医学的管理下における介護、そ

の他必要な医療、日常生活上の支援を行うサービス。

（要介護１以上のかたが対象）

サービス名 概要

特定施設入居者生活介護※ 介護サービスを提供する事業所として指定を受けてい

る有料老人ホーム等に入居しているかたに対して、食

事、入浴、排泄などの支援を行うサービス。

福祉用具の貸与（レンタル）※ 利用者の心身の状況、希望及びその環境をふまえたう

えで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取

付けや調整などを行い、(１) 車いす、(２) 車いす付

属品、(３) 特殊寝台、(４) 特殊寝台付属品、(５) 床

ずれ防止用具、(６) 体位変換器、(７) 手すり、(８)

スロープ、(９) 歩行器、(10) 歩行補助つえ、(11) 認

知症老人徘徊感知機器、(12) 移動用リフト（つり具の

部分を除く）、(13) 自動排泄処理装置、の福祉用具を

貸与（レンタル）するサービス。

特定福祉用具購入費の支給※ 福祉用具のうち、入浴や排泄の際に用いられるなど、

貸与にはなじまないもの（これを「特定福祉用具」と

いいます）を購入した場合に購入費を支給するサービ

ス。具体的には、(１) 腰掛便座、(２) 自動排泄処理

装置の交換可能部品、(３) 入浴補助用具、(４) 簡易

浴槽、(５) 移動用リフトのつり具の部分、の５品目が

ある。

住宅改修費の支給※ 住宅の廊下や階段への手すりの取り付け、床の段差解

消など、小規模な住宅改修に対しその費用を支給する

サービス。
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【地域密着型サービス】

サービス名 概要

介護医療院

／介護療養型医療施設

長期にわたり療養や介護が必要なかたが入所（入院）

し、療養上の管理、看護、医学的管理下における介

護、機能訓練、そのほか必要な医療、日常生活上の支

援を行うサービス。

（要介護１以上のかたが対象）

※介護療養型医療施設は、令和５年に制度廃止される

予定

サービス名 概要

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

定期的な巡回や利用者からの連絡への対応など、利用

者の心身の状況に応じて、24 時間 365 日必要なサービ

スを柔軟に提供。訪問介護員（ホームヘルパー）だけ

でなく看護師などとも連携し、介護と看護の一体的な

サービス提供を行うことができる。

夜間対応型訪問介護 夜間に、訪問介護員（ホームヘルパー）が自宅等を定

期訪問し、入浴、排泄、食事など身の回りの支援を行

うほか、通報システムによる随時の対応を行う。

地域密着型通所介護 定員が 18 人以下の小規模なデイサービスセンター（通

所介護施設）などで提供される、食事、入浴等の介護

などの日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービ

ス。

療養通所介護 常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護者

またはがん末期患者を対象とし、療養通所介護計画に

もとづき、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常

生活上の支援と機能訓練を行うサービス。

認知症対応型通所介護※

（認知症対応型デイサービス）

認知症のかたを対象とした専門的なケアを目的に、デ

イサービスセンターなどで提供される、食事、入浴等

の介護などの日常生活上の支援や機能訓練等を行うサ

ービス。

小規模多機能型居宅介護※ デイサービスセンターなどの通所サービスを中心に、

必要に応じて自宅への訪問による介助や宿泊を組み合

わせて、日常生活上の支援や機能訓練を行うサービ

ス。

認知症対応型共同生活介護※

（グループホーム）

認知症のかたを対象とした、共同生活を送る住居で提

供される入浴、排泄、食事などの介護、そのほか日常

生活上の支援や機能訓練などを行うサービス。
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※介護予防サービスを含む

サービス名 概要

地域密着型特定施設入居者

生活介護

地域密着型特定施設（有料老人ホーム等）に入居して

いる利用者に対して、その施設が提供するサービスの

内容などを定めた計画（地域密着型特定施設サービス

計画）にもとづき、入浴、排泄、食事等の介護、洗

濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言な

ど、日常生活上の支援を行うサービス。

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

（小規模特別養護老人ホーム）

日常生活に介護が必要なかたで、居宅で自立生活を送

ることや介護を受けることが困難なかたが入所し、食

事、排泄、入浴などの介護、その他日常生活上の支

援、機能訓練、健康管理及び療養上の支援を行うサー

ビス。定員は 29 人以下の小規模な施設。

（原則、要介護３以上のかたが対象）

看護小規模多機能型

居宅介護

利用者の居宅への訪問、通所サービスへの通い、宿泊

を組み合わせて、入浴、排泄、食事などの介護や療養

生活を支援するための看護、そのほかの日常生活上の

支援や機能訓練を行うサービス。介護と看護の一体的

なサービス提供を行うことができる。





担当部局 箕面市 健康福祉部 高齢福祉室

〒562-0014

箕面市萱野５丁目８番１号

電話：072-727-9505

ﾌｧｸｽ：072-727-3539

第８期 箕面市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

令和３年(2021 年)３月発行

箕 面 市

印刷物番号

２－１８


